
 

震災支援制度等ワーキング・グループの開催等について 

 

 

 平成 23 年４月 14 日 

「新しい公共」推進会議 

 

１ 趣旨 

東日本大震災及びそれに伴う原子力発電所の事故を受け、「新しい公共」の

担い手による被災者・避難者に対する支援活動等を円滑かつ効果的にするため

に必要となる制度のあり方等について検討を行う場として、当面、「新しい公

共」推進会議（以下「推進会議」という。）の下で震災支援制度等ワーキング・

グループ（以下「ワーキング・グループ」という。）を開催する。 

 

２ 構成員 

 （１）ワーキング・グループの構成員は、推進会議座長が指名する。 

 （２）ワーキング・グループの主査は、互選により決定する。 

 

３ 検討結果の取扱い 

（１）ワーキング・グループは、検討結果を随時、推進会議に提案する。 

（２）推進会議は、ワーキング・グループの提案を検討の上、推進会議の提

案とする。その際、推進会議座長が緊急性が高いと判断したものにつ

いては、電子メール等の手段を用いて推進会議委員に協議を行い、そ

の結果を推進会議の提案とすることができる。 

 

４ ワーキング・グループの庶務 

  ワーキング・グループの庶務は、内閣府において処理する。 

 

５ その他 

前各項に定めるもののほか、ワーキング・グループの運営に関する事項その

他必要な事項は、ワーキング・グループの主査が定める。 
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